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特別相談「消費者トラブル１１０番」を実施しました 

 
北海道立消費生活センターは、札幌弁護士会と共催で、毎年 2 回、休日に特別相談を実施していま

す。このたび３月４日(土)午前 10 時から午後３時まで特別相談「消費者トラブル 1 1 0 番」を実施し
ました。相談当日は、電話や面談により消費生活相談員と弁護士が一緒に消費者からの相談に対応し
ました。概要は次の通りです。 

 
 １ 相談件数及び相談者の属性等 

(1) 相談件数は１５件 

(2) 契約当事者属性 

➀契約当事者性別内訳・・・・・・男性３件、女性１２件 

②契約当事者年代内訳・・・・・・２０歳代１件、３0 歳代１件、４０歳代３件、 

５０歳代２件、６０歳代４件、７0 歳代１件、 

８０歳代２件、不明１件。 

 ‘ ‘’   ‘③契約当事者の職業別割合内訳・・・・給与生活者３件、自営、自由１件、 

家事従事者３件、学生 1 件、無職４件、 

不‘明 3 件。   

  ‘     ④相談者属性の内訳・・・・・・・・’契約当事者本人から相談１３件、家族からの相談２件 

 (3)  この 110 番を知ったきっかけ・・・新聞６件、消費生活センター８‘件、その他１件。 
  
 ２ 主な相談事例 

 【事例 1】雪害のため保険金で屋根修理等を行う予定だったが、契約書面を交わす前に勝手に 

工事をし、高額請求され納得できない。 
                                                   

 【事例 2】３年前に無制限の脱毛エステを契約したが、ホームページで事業譲渡があり契約が引 

き継がれないと知り、納得いかない。 
 
 【事例 3】ネットの友人に暗号資産投資を勧誘されサイトに登録したがやめたい。個人情報の悪用 

が心配だが対応は。 

 

その他には、賃貸住宅関連や衣類の買い取りトラブルなど多岐にわたる内容の相談が寄せられまし 

た。今後も札幌弁護士会の協力のもと、道民の被害救済、未然防止に取り組んでいきたいと考え 

ております。 

特別相談を実施するにあたり、各関係機関の皆様におかれましては、相談者への案内や、ウェブサ 

イト等への掲載など、周知にご協力をいただきありがとうございました。 
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特商法改正されてもなお、「定期購入」のトラブルは増加中 

   悪質商法対策等に係わる啓発用チラシができました（消費者庁） 

 

 

 

令和５年３月１３日（月）、令和４年度北海道消費者被害ネットワーク」定例会議を開
催しました。オンラインとの併用ではありますが、３年ぶりに集合型も実施し、構成員２
６機関・団体、オブザーバー1 機関のみなさまにご出席をいただきました。各幹事団体か
らの資料に基づく報告ののち、以前よりも時間をとって、参加団体の皆様から活発な意
見、情報提供、ご提案があり、大変有意義な時間となりました。ご意見やご提案等につき
ましては、今後の活動の中で活かせるよう検討していくことといたします。 

 
 
 
 

 インターネット通販を中心に急増している「定期購入」のトラブルですが、新聞折り込み広告 

等でも同様に広がっており、特定商取引法が改正されても相談件数の大幅な減少は見られません。 

トラブルの未然防止のために、『見守り新鮮情報』等の啓発物を活用しましょう。 

 

「見守り新鮮情報」（第 447 号『サンプルのはずが意図せぬ定期購入に』   

［2023 年 3 月 28 日:公表］（独）国民生活センター    
新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話 

をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを 送る」と言われた。 

後日拡大鏡とサプリメントが 届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡 

大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約 3 千円と記載されていた。その後 2   PDF 版 

カ月連続、同じ サプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」 

を改めて確認すると「1 年定期」と記載があった。注文した覚えはない（80 歳代）   

 

（独）国民生活センターHP：TOP→注目情報→見守り情報→見守り新鮮情報一覧 

  （PDF 版もあります）   

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen447.html 

 

 
 
 

消費者庁では、リーフレットを作成し、HP で公開しています。（令和５年３月） 

見守りのための研修や住民への注意喚起に活用しましょう。 

 

 霊感商法等の悪質商法対策に係る啓発チラシ 『気をつけて！ 悪質商法』（PDF） 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teac

hing_material/material_011/ 

消費者契約法に係わるパンフレット『知っていますか？ 消費者契約法』（PDF） 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_r

elations/assets/consumer_system_cms203_230310_01.pdf 

 

 

  
 
 
      
 

「見抜く力、断る勇気を」   「ちょっと 待った！」       「あれ？と思ったら       「知っていますか？ 

すぐ相談を」        消費者契約法」 

令和４年度北海道消費者被害ネットワーク定例会議を開催 

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen447.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人国民生活センター  HP →「消費者教育教材」    2023 年 3 月 2 日:公表   

リーフレット「くらしのご用心」「だまされリスク」チェック(高齢者向け)  ※表裏両面印刷  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


